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Ⅲ ４つの施策の概要 

Ⅲ-１ 施策１ 生活環境の充実による再生 

（１）現状と課題 

本施策の各取組みは、住民の生活に直結する取組みとして従来から、市民協働・公民連携

により、全市域にわたり取り組まれており、本市が住みやすいまちとして高い評価を得るう

えで大きく貢献しています。 

当地区の再生を推進するためには、これらの取組みを着実に推進し、当地区の定住魅力等

を維持、向上させることが最も重要です。 

（２）基本的な考え方 

本施策の取組項目は、住民の日常生活を支える施策であることから、他の施策を有効に機

能させ、当地区を再生するうえで基盤となる、最も重要な施策です。 

そのため、各取組みとも単に継続させるのではなく、時代の要請に応じてメリハリをつけ

て実施することが重要です。 

（３）取組項目の役割分担と重点事業 

各取組項目について表５のとおり、市、住民等及び事業者の役割分担を整理し、3 主体の

連携が特に重要な取組項目 3 つを重点取組とします。 

   表５ 取組項目の役割分担と重点事業の整理表 

取組名称 市 住民等 事業者 重点取組 

妊娠・出産包括支援事業等の充実 ◎ ○ ○ － 

子育て中の親への支援 ◎ ○ ○ － 

教育環境の整備 ◎ ◎ ○ － 

地域ぐるみの青少年健全育成 ○ ◎ ○ － 

地域への愛着と誇りの醸成 ○ ◎ ○ － 

地域包括ケアシステムの構築 ◎ ◎ ◎ ★ 

生きがいづくりや健康づくりの推進 ○ ◎ ○ － 

安心・安全で、環境に配慮した住宅の普及 ○ ○ ◎ － 

道路等の計画的な維持管理、バリアフリー化の推進  ◎ ○ ○ － 

ニーズの多様化に対応した公園の再整備と活用 ◎ ◎ ◎ ★ 

緑のネットワーク（回廊）の形成 ◎ ◎ ◎ ★ 

自主的な防災活動の促進 ○ ◎ ○ － 

防犯対策の充実強化 ◎ ◎ ○ － 

◎：主体的取組み、○：支援協力、★：3 者とも◎ 
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  重点取組１－１ 地域包括ケアシステムの構築 

現状と課題 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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  重点取組１－２ ニーズの多様化に対応した公園の再整備と活用 

現状と課題 

 当地区には、大小 26 か所、合計約 6.2ha の公園が整備されており、公園に恵まれた環境

は、あまの街道等の緑地や比較的ゆとりある宅地とともに、当地区の良好な居住環境形成

に大きく貢献しています。 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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  重点取組１－３ 緑のネットワーク（回廊）の形成 

現状と課題 

 当地区には、あまの街道や大野西山緑道等、合計約 6.1ha の緑地が整備されており、緑に

恵まれた環境は、当地区内に数多く整備されている公園やゆとりある宅地、当地区周辺の

農地や緑地とともに、当地区の良好な居住環境の形成や自然環境及び生物多様性の保全に

貢献しています。 

 

基本方針  

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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Ⅲ－２ 施策２ 魅力発信と転入者等の呼び込みによる再生 

（１）現状と課題 

本市は、良好な居住環境を有していること等から、日本全体が人口減少時代を迎えた現代

においても人口が微増していますが、市域北部等人口が微増している地域がある一方、当地

区では人口減少や高齢化が進行しています。 

図 14 に示すとおり、アンケート調査では、当地区の活性化には「若い人が取得しやすい

手ごろな家を増やす」ことが必要との意見が多く示されており、当地区の再生には若年層を

中心とした転入者等の呼び込みや交流人口の拡大を図ることが重要です。 

図 14 アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的な考え方 

転入者や交流人口を増やすためには、当地区の魅力を広く発信し、市内外の人々に当地区

の魅力が認知されることが必要です。 

当地区の魅力情報を広く発信するためには、住民自らが当地区の魅力を発掘し、高めてい

くことが必要です。また、市は、当地区の魅力を発掘し、高めていく地域活動に住民等とと

もに取り組むこと等を通じて、広く住民等の参画を働き掛けることが重要です。 

そのため、市民協働・公民連携のもとで、イベントの開催や様々な情報ツール等により魅

力情報を広く発信し、当地区の好感度を向上させることが重要です。 

その上で、転入者への支援や住宅流通の促進、空き家対策等短期の取組みを推進すること

により、中長期の取組みである公共交通網の再整備につなげていくことが効果的です。 

（３）取組項目の役割分担と重点事業 

各取組項目について、表６のとおり役割分担を整理し、3 つの重点取組を設定します。 

表６ 取組項目の役割分担と重点事業の整理表 

 

 
  

取組名称 市 住民等 事業者 重点取組 

地区の魅力情報の発信 ◎ ◎ ◎ ★ 

地区内の施設を活用したイベントの開催 ◎ ◎ ○ － 

住み替えや転入希望者への支援 ◎ ◎ ○ － 

空き家対策の推進 ◎ ◎ ◎ ★ 

多様な住まいの供給・流通の促進 ○ ○ ◎ － 

公共交通網の再整備 ◎ ◎ ◎ ★ 

アンケート調査問 4 グラフ 

59.9

51.4

40.8

38.5

35.7

32.1

27.8

21.3

20.5

19.8

19.3

16.0

0 10 20 30 40 50 60 70

公共交通機関（路線バスや循環バス、タクシー）の利便性を向上させる

若い人が取得しやすい手ごろな家を増やす

食料品や衣料、雑貨等を扱う商店を増やす

空き店舗等を活用して、子ども（若者）や高齢者等が気軽に利用できる居場所をつくる

高齢者等が住みやすい医療・福祉サービスを充実させる

公園でフリーマーケットを開催するなど、親子が楽しめるように、公園を多目的に活用する

公園や歩道に花を増やして美しい街並みをつくる

狭山ニュータウン地区の魅力をもっとPRする

行政が主に担う「公助」、個人が担う「自助」、この両者の連携を図る「共助」を担う中心と

なる自治会活動等、地域活動を活性化させる

健康相談や見守り活動等に、ICT（情報通信技術）を活用したサービスを導入する

地域内のイベント開催など、地域住民の交流機会を増やす

その他
回答者数=611

（％）

 

◎：主体的取組み、○：支援協力、★：3 者とも◎
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  重点取組２－１ 地区の魅力情報の発信 

現状と課題 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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  重点取組２－２ 空き家対策の推進 

現状と課題 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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  重点取組２－３ 公共交通網の再整備 

現状と課題 

◎

等の移転後の敷地の土地利用や住

民等の利用促進方策の検討が必要です。 

 

基本方針  

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 

 

 

取組項目 
R１（2019）～ 

R3（2021） 

R４（2022）～ 

R7（2025） 
R8（2026）～ 

公共交通網の再整備 

・市と事業者は連携して近畿

大学病院等移転後の敷地整

備の検討の具体化等に合わ

せて公共交通網の再整備を

図る。 

・住民等は公共交通機関の利

用を促進する。 

   

  

検討段階 実施段階 

H31 年 3 月 

活性化指針策定 
公共交通網再編の実施 R７年 11 月（予定） 

近畿大学病院移転・ 

跡地活用順次着手 

近畿大学病院等移転後の敷地整備の検討の 

進展等を踏まえ、公共交通機関再整備を検討。 
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Ⅲ－３ 施策３ 新たなサービス機能の導入等にぎわいづくりによる再生 

（１）現状と課題 

狭山ニュータウン中央交差点付近に、行政機関や商業施設等のサービス施設が集積してお

り、一定の利便性が確保されています。 

一方で、人口減少や高齢化の進行等により狭山ニュータウン名店街等で空き店舗が発生し

ており、商業、サービス空間の魅力向上や高齢者への買い物支援等、時代のニーズに対応し

た新たなサービスの導入が求められています。 

図 16 アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的な考え方 

道路、公園等の基盤施設が整い、良好な居住環境が形成されている当地区のにぎわいづく

りは、大規模な都市改造ではなく、現在の良好な環境を維持しつつ空きスペースの有効活用

や地域活動団体の交流促進等、地域に根差した市民力を活用した着実な取組みが必要です。 

また、にぎわいによる再生を図るためには、商業・サービス施設の更新や幹線道路沿道等

への需要に応じた施設の立地誘導等、上質な商業・サービスゾーンの形成が必要です。 

加えて、高齢化の進行を踏まえたＩＣＴを活用した健康管理等、時代のニーズに応じた新

たなサービスの導入への取組みも重要です。 

（３）取組項目の役割分担と重点事業 

各取組項目について表８のとおり役割分担を整理し、3 つの重点取組を設定します。 

表８ 取組項目の役割分担と重点事業の整理表 

 

  

取組名称 市 住民等 事業者 重点取組 

地区内の空きスペースの有効活用 ◎ ◎ ◎ ★ 

地域活動団体の交流の促進 ○ ◎ ○ － 

周辺地域との交流の促進 ○ ◎ ○ － 

新たなサービス機能の誘導 ◎ ◎ ◎ ★ 

にぎわいのある商業・サービスゾーンの形成 ◎ ◎ ◎ ★ 

 

59.9

51.4

40.8

38.5

35.7

32.1

27.8

21.3

20.5

19.8

19.3

16.0

0 10 20 30 40 50 60 70

公共交通機関（路線バスや循環バス、タクシー）の利便性を向上させる

若い人が取得しやすい手ごろな家を増やす

食料品や衣料、雑貨等を扱う商店を増やす

空き店舗等を活用して、子ども（若者）や高齢者等が気軽に利用できる居場所をつくる

高齢者等が住みやすい医療・福祉サービスを充実させる

公園でフリーマーケットを開催するなど、親子が楽しめるように、公園を多目的に活用する

公園や歩道に花を増やして美しい街並みをつくる

狭山ニュータウン地区の魅力をもっとPRする

行政が主に担う「公助」、個人が担う「自助」、この両者の連携を図る「共助」を担う中心と

なる自治会活動等、地域活動を活性化させる

健康相談や見守り活動等に、ICT（情報通信技術）を活用したサービスを導入する

地域内のイベント開催など、地域住民の交流機会を増やす

その他
回答者数=611

（％）

 

◎：主体的取組み、○：支援協力、★：3 者とも◎
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  重点取組３－１ 地区内の空きスペースの有効活用 

現状と課題 

 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 

 

⇒シンボルプロジェクト３ 

  

     

出典：「いずみがおか広場つながる Days」Facebook 
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  重点取組３－２ 新たなサービス機能の誘導 

現状と課題 

 

基本方針  

 

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 
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  重点取組３－３ にぎわいのある商業・サービスゾーンの形成 

現状と課題 

 

基本方針  

事業推進のための戦略  

戦略１（周知・情報発信戦略） 

 

戦略２（参画・参加促進戦略） 

 

 

戦略３（再生実感戦略・シンボルプロジェクト） 

 

図 19 アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

  

） 

59.9

51.4

40.8

38.5

35.7

32.1

0 10 20 30 40 50 60 70

公共交通機関（路線バスや循環バス、タクシー）の利便性を向上させる

若い人が取得しやすい手ごろな家を増やす

食料品や衣料、雑貨等を扱う商店を増やす

空き店舗等を活用して、子ども（若者）や高齢者等が気軽に利用できる居場所をつくる

高齢者等が住みやすい医療・福祉サービスを充実させる

公園でフリーマーケットを開催するなど、親子が楽しめるように、公園を多目的に活用する

（％）

16.0その他
回答者数=611
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Ⅲ－４ 施策４ 近畿大学病院等の移転後の敷地整備等による再生 

（１）現状と課題 

当地区では、令和 3 年（2021 年）４月に帝塚山学院大学狭山キャンパスが堺市に移転

し、さらに近畿大学病院等は、令和 7 年（2025 年）11 月に堺市泉ヶ丘駅前地域へ移転す

ることが公表されています。また、大阪府では、府営住宅ストック活用計画が令和 3 年

（2021 年）12 月に改定されており、これらの大規模な土地が新たな利活用の対象となる

可能性があります。 

このため、これらの土地が当地区の再生に寄与する活用ができるように、土地所有者等関

係機関と協議調整を行うことが必要です。 

（２）基本的な考え方 

帝塚山学院大学狭山キャンパス跡地及び近畿大学病院等の移転後の敷地の活用方策は、土

地所有者等の意向を尊重しつつ、当地区の再生に資するよう、別途市と土地所有者等が協議

等を行うこととします。 

また、府営狭山住宅についても、府営住宅ストック活用計画を踏まえ、当地区の再生につ

ながる方策等について検討し、大阪府と協議していくこととします。 

当地区は、住宅中心の土地利用ですが、帝塚山学院大学狭山キャンパス跡地、近畿大学病

院等の移転後の敷地という大規模な土地利用転換が図られることは、当地区の再生に大きく

影響することから、市は再生の推進に寄与する土地利用となるよう、土地所有者等と積極的

に協議調整を行い、必要に応じて連絡協議会に適宜情報を提供します。 

（３）施策推進のポイント 

帝塚山学院大学狭山キャンパス跡地、

近畿大学病院等の移転後の敷地の土地

利用については、一義的には土地所有者

が法令の範囲内で有効利用を図るもの

です。 

市は、土地所有者の意向を尊重しつつ、

当地区の再生に資するよう、協議調整を

行います。 

 

 

 

 

 

  

図２０ 施策４の検討対象の位置図 
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  帝塚山学院大学狭山キャンパス跡地の開発協議等について 

（１）現状と課題 

帝塚山学院大学狭山キャンパスの敷地は、令和３年（2021 年）３月に、アジアヘルスケ

ア推進機構株式会社に所有権が移転し、帝塚山学院大学狭山キャンパスは、令和 3 年（2021

年）４月に堺市に移転しました。 

（２）基本的な考え方 

帝塚山学院大学狭山キャンパス跡地が当地区の再生にも寄与できる土地利用となるよう、

市は土地所有者からの協議に対応していきます。 

  近畿大学病院等の移転への対応について 

（１）現状と課題 

近畿大学病院等は、令和７年（2025 年）11 月に堺市泉ヶ丘駅前地域へ移転する予定で

あり、移転により現病院の機能は近畿大学により他の医療機関に移譲される予定です。 

近畿大学病院等の移転後の敷地に立地する医療機関については､大阪府から令和 2 年

（2020 年）11 月に南河内二次医療圏における医療需要として､病床数 119 床を基本に

回復期機能を中心とした医療機関が妥当との考え方が示されました。 

（２）基本的な考え方 

近畿大学が移転後の敷地に誘致する病院機能以外の土地利用については、市の部長級職員

等で構成する「狭山ニュータウン地区活性化プロジェクトチーム」（以下「PT 会議」とい

う。）において、図 21 に示すとおり、健康・福祉等を中心とした活用の方向性を想定して

います。  

今後、当地区の再生にも寄与する土地利用となるよう、市が近畿大学と積極的に協議調整

を行います。 

図 21 PT 会議で想定している活用の方向性 

  

（注）今後近畿大学と本市が協議調整して具体的な活用方策を検討する
こととしており、現時点で確定したものではありません。 
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  府営住宅ストック活用計画との連携について 

（１）現状 

府営狭山住宅の概要は下記のとおりです。 

・建設年度：昭和 44～45 年（1969～1970 年） 

・管理戸数：1440 戸（中層） 

・敷地面積：約 11.5ha 

（２）基本的な考え方 

府営狭山住宅について、府営住宅ストック活用計画に基づく大阪府の検討状況等を把握し、

その状況を踏まえ、当地区の再生、活性化に寄与する方策等について、今後、大阪府と協議

を行います。 

  


